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地方公共団体の財政の健全化に関する法律について

（趣旨）

（概要）
地方公共団体の財政の健全化に関する法律（公布：平成19年6月22日法律第94号）

■財政指標となる健全化判断比率は、以下の４つ。
①実質赤字比率
②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率

（第３条第１項）

（第２２条第１項）

　これまでの地方財政再建促進特別措置法、地方公営企業法の再建団体基準のみでは早期是正機
能がなく、また普通会計を中心とした収支の指標ではストックベースの将来的な財政状況が分からない
ため、将来負担、公営企業・地方公社を含めた分かりやすい財政情報の開示を目的に今回の法制と
なった。

施行日は平成21年4月1日とされているが、財政指標に関する規定は政令により平成20年4月1日から
施行された。他の義務付け規定については、地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点から、平
成20年度決算に基づく措置から適用される。

公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた
後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付
し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなけれ
ばならない。

早期健全化は自主的な改善努力を求められる段階であるが、財政再生基準以上の場合には財政再
生計画を策定し、国等の関与のもとで確実な再生を求められる。

■公営企業の経営に係る財政指標は、資金不足比率である。これが経営健全化基準以上となった場
合には、経営健全化計画を定めなければならない。

地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実
質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定
の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率
を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない。

このうちいずれかが早期健全化基準以上となった場合には、財政健全化計画を定めなければならな
い。
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１　平成22年度決算に基づく健全化判断比率報告書

（１）総括表
（単位：％）

実質赤字
比率

連結実質赤字
比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

― ― 21.3 175.8

(12.43) (17.43) （25.0） （350.0）

（20.00） （35.00） （35.0）

注　実質赤字額又は連結赤字額がない場合は、「－」を記載している。

区　分

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、
健全化判断比率を次のとおり報告する。

(財政再生基準)

平成22年度決算
に基づく比率

(早期健全化基準)

１



（２）実質赤字比率

　ア　一般会計等の実質収支額

（単位：千円）

歳入総額 歳出総額
歳入歳出
差引額

翌年度へ繰り
越すべき財源

実　質
収支額

Ａ Ｂ Ｃ(A-B) Ｄ Ｅ(C-D)

一般会計 34,372,014 33,353,764 1,018,250 651,216 367,034

住宅資金特別会計 10,340 10,340 0 0 0

歯科診療所特別会計 30,974 30,718 256 0 256

合　計 34,413,328 33,394,822 1,018,506 651,216 367,290

（単位：千円）

イ

（単位：％）

ウ

注　実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。

【算定方法】

実質赤字比率 ―

　実質赤字比率　ウ　＝

会　計　名

標準財政規模

うち，臨時財政対策債発行
可能額

20,693,763

1,510,824

アのＥ欄の合計（※マイナスの場合のみ）

イ

２



（３）連結実質赤字比率
（単位：千円）

実質収支額、資金
不足又は剰余額 備　考

ア 367,290 （２）アのＥ欄の合計

1,366,931

① 国民健康保険特別会計 4,144

② 国民健康保険特別会計（直診勘定） 9,961

③ 老人保健特別会計 32

④ 後期高齢者医療特別会計 4,354

⑤ 介護保険特別会計 12,227

⑥ 介護保険サービス事業特別会計 1

⑦ 水道事業会計 1,170,450

⑧ 国民健康保険病院事業会計 155,118

⑨ 公共下水道事業特別会計 874

⑩ 農業集落排水事業特別会計 1,109

⑪ 浄化槽整備事業特別会計 634

⑫ 簡易水道事業特別会計 6,662

⑬ 宅地造成事業特別会計 1,365

⑭ 工業団地造成事業特別会計 0

ウ 20,693,763
臨時財政対策債発行可能
額を含む

エ ―

注　連結実質赤字額がない場合は、「－」を記載している。

【算定方法】

　連結実質赤字比率　エ　＝

区　　　分

一般会計等の実質収支額の合計

イ 一般会計等以外の特別会計の実質収支額
の合計及び公営企業会計の資金不足額又
は資金剰余額
（①+②+③+・・・+⑫+⑬+⑭）

資金不足額がある場合は
マイナス計上

標準財政規模

連結実質赤字比率

[ア＋イ]（※マイナスの場合のみ）

ウ

３



（４）実質公債費比率
（単位：千円）

金　額

地方債の元利償還金
（公債費充当一般財源額）

エ 標準財政規模 20,693,763

（単位：％）

H20 22.739

H21 21.763

カ 実質公債費比率（３か年平均） 21.3

【算定方法】

　

区　　　分

ア 6,412,680

イ 準元利償還金 1,166,753

基準財政需要額に算入された公債費
及び準公債費

4,380,394

公債費に準ずる債務負担行為

　実質公債費比率（単年度）　オ　＝

臨時財政対策債発行可能額を含む

密度補正

オ 実質公債費比率（単年度） 19.610

ウ

備　考

基準財政需要額

災害復旧費等

事業費補正

繰上償還及び満期一括償還元金除く

公営企業債繰入金

一部事務組合等の起こした地方債へ
充てたと認められる負担金

[ア＋イ]－[ウ]

エ－ウ

４



（５）将来負担比率
（単位：千円）

金　額 備　考

ア 一般会計等に係る地方債の現在高 47,338,566
一般会計、住宅資金特別
会計、歯科診療所特別会
計

イ 債務負担行為に基づく支出予定額 811,392

大規模林道受益者賦課金、
社会福祉法人の施設建設に
要する資金借り入れの償還
助成など

ウ
一般会計等以外の特別会計に係る地方債の
償還に充てるための一般会計等からの繰入
れ見込額

13,053,638
公共下水道事業特別会計
等（宅地造成を除く）特
別会計への繰入見込額

オ
退職手当支給予定額に係る一般会計等負担
見込額

6,021,702
一般会計等対象職員、備
北地区消防組合

カ
設立法人の負債の額等に係る一般会計等負
担見込額

238,998
土地開発公社の借入金、
土地改良区に係る損失補
償など

キ 連結実質赤字額 0

ク
組合等の連結実質赤字額に係る一般会計等
負担見込額

0

ケ
地方債の償還額等に充当可能な基金の残高
の合計額

2,350,988
財政調整基金、減債基金
など

コ 地方債の償還等に充当可能な特定の収入 1,265,002
地域総合整備資金などの
貸付金を財源とした地方
債、公営住宅使用料

サ
地方債の償還等に要する経費として基準財
政需要額に算入されることが見込まれる額

35,237,833

シ 標準財政規模 20,693,763
臨時財政対策債発行可能
額を含む

ス
基準財政需要額に算入された公債費及び準
公債費

4,380,394
実質公債費比率　算定項
目ウの額

（単位：％）

セ 将来負担比率 175.8

【算定方法】

備北地区消防組合75,914

　将来負担比率　セ＝

区　　　分

エ
組合又は地方開発事業団が起こした地方債
の償還に係る地方公共団体の負担見込額

[ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ＋キ＋ク]－[ケ＋コ＋サ]

シ－ス

５



２　平成22年度決算に基づく資金不足比率報告書

（１）総括表
（単位：％）

法適用企業

法非適用企業 宅地造成

事業以外

宅地造成

事業

注　資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

浄化槽整備事業特別会計

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定
により、資金不足比率を次のとおり報告する。

区　　分 会　　計

水道事業会計

国民健康保険病院事業会計

平成22年度決算

資金不足比率

―

―

―

―

(20.00）(経営健全化基準)　※公営企業ごと

―

―

―

―

簡易水道事業特別会計

宅地造成事業特別会計

工業団地造成事業特別会計

６



（２）法適用企業

①　資金不足額
（単位：千円）

流動資産 流動負債 算入地方債 資金不足額
又は資金剰余額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(A-B-C)

水道事業会計 1,221,420 50,970 0 1,170,450

国民健康保険
病院事業会計

275,499 120,381 0 155,118

注１　流動資産は、控除財源等の控除額を除く。

注２　流動負債は、控除未払金等の控除額を除く。

注３　Ｄ欄がマイナス(△)の場合、資金不足額となる。

②　事業の規模
（単位：千円）

営業収益の額 受託工事収入の額 事業の規模

Ｅ Ｆ Ｇ(E-F)

水道事業会計 579,503 0 579,503

国民健康保険病
院事業会計

832,001 0 832,001

③　資金不足比率
（単位：％）

― ※資金剰余比率 202.0%

― ※資金剰余比率 18.6%

注　資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

【算定方法】

備　考

水道事業会計

国民健康保険病院事業会計

　資金不足比率　③　＝

会　計　名

会　計　名

Ｄ（※マイナスが資金不足額となる。）

Ｇ

７



（３）法非適用企業

ア　宅地造成事業以外の事業を行う法非適用企業

①　資金不足額
（単位：千円）

歳入額 歳出額 算入地方債 資金不足額

又は資金剰余額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(A-B-C)

公共下水道事業特別会計 1,112,684 1,111,810 0 874

農業集落排水事業特別会計 482,078 480,969 0 1,109

浄化槽整備事業特別会計 203,439 202,805 0 634

簡易水道事業特別会計 447,036 440,374 0 6,662

注１　歳入額は、繰越明許費繰越額等に係る額を除く。

注２　Ｄ欄がマイナス(△)の場合、資金不足額となる。

②　事業の規模
（単位：千円）

営業収益の額
受託工事
収入の額

事業の規模

Ｅ Ｆ Ｇ(E-F)

公共下水道事業特別会計 305,258 0 305,258

農業集落排水事業特別会計 84,125 0 84,125

浄化槽整備事業特別会計 34,385 0 34,385

簡易水道事業特別会計 139,431 0 139,431

③　資金不足比率
（単位：％）

― ※資金剰余比率 0.3%

― ※資金剰余比率 1.3%

― ※資金剰余比率 1.8%

― ※資金剰余比率 4.8%

注　資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

【算定方法】

　資金不足比率　③　＝

簡易水道事業特別会計

会　計　名

会　計　名 備　考

公共下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

浄化槽整備事業特別会計

Ｄ（※マイナスが資金不足額となる。）

Ｇ

８



イ　宅地造成事業を行う法非適用企業

①　資金不足額　
（単位：千円）

歳入額 土地収入 歳出額 算　入 計 解消可能
見込額 地方債 資金不足額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E(A+B-C-D) Ｆ

宅地造成事業特別会計 1,618 4,387 1,618 0 4,387 0

工業団地造成事業特別会計 4,342 204,568 4,342 347,400 △ 142,832 347,400

注１　歳入額は、繰越明許費繰越額等に係る額を除く。

注２　土地収入見込額は、売出を開始している土地について、帳簿価格と時価を比較し、

　　いずれか低い額を計上している。

地方債残高 長期借入額 計

Ｇ Ｈ Ｉ(G+H) Ｊ

宅地造成事業特別会計 3,022 0 3,022

工業団地造成事業特別会計 0 0 0

注　Ｊ欄がマイナス(△)の場合、資金不足額となる。

②　事業の規模
（単位：千円）

営業収益の
額

受託工事収
入の額

事業の規模

Ｋ Ｌ Ｍ(K+L)

宅地造成事業特別会計 0 0 0

工業団地造成事業特別会計 0 0 0

③　資金不足比率
（単位：％）

― なし

― なし

注　資金不足額がない場合は、「－」を記載している。

【算定方法】

会　計　名

会　計　名

会　計　名 備　考

1,365

0

・Ｅ＜0場合，Ｅ+Ｆ又は0のいず
れか小さい方
・Ｅ＞0場合，Ｅ-Ｉ又は0のいず
れか大きい方

　資金不足比率　③　＝

資金不足額
又は資金剰余額

宅地造成事業特別会計

工業団地造成事業特別会計

※資金剰余比率

※資金剰余比率

Ｊ（※マイナスが資金不足額となる。）

Ｍ

９


